
大津市企業局管理規程第３号 

 大津市ガス特定運営事業等検証委員会規程を次のように定める。 

  平成３１年４月１日 

                        大津市公営企業管理者  山極 正勝 

大津市ガス特定運営事業等検証委員会規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例（昭和４１

年条例第３８号）第４条の３第５項の規定に基づき、大津市ガス特定運営事業等検証委員会（以

下「委員会」という。）の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、公営企業管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について検証し、その結果を答

申する。 

 ⑴ 大津市ガス特定運営事業等に係る公共施設等運営権者（以下「運営権者」という。）の経営状

況に関すること。 

 ⑵ 運営権者の行う業務に係る要求水準の達成状況に関すること。 

 ⑶ 運営権者の発意に基づくガス事業施設の利用に係る利用料金の額の改定に関すること。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、ガス特定運営事業等の業務の実績についての検証等に関し公営

企業管理者が必要と認める事項に関すること。 

 （委員の任期） 

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 



３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（関係者の出席） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企業局企業総務部企業総務課経営戦略室において処理する。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

 附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

  

 


